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範
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梨
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す
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規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
十
五
号

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
部
等
の
下
に
置
く
県
民
室
」
の
下
に
「
、
産
業
立
地
室
」
を
、「
並
び
に
県
民
室
」
の

下
に
「
及
び
産
業
立
地
室
」
を
加
え
る
。

「

環
境
整
備

第
七
条
第
三
項
の
表
中
「

環
境
整
備
課
　
　
廃
棄
物
不
法
投
棄
対
策
室
　
　
」
を
　

観
光
振
興

課
　
　
廃
棄
物
不
法
投
棄
対
策
室
　

に
改
め
る
。

課
　
　
国
際
観
光
振
興
室
　
　
　
　
　
」

第
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
産
業
立
地
室
）

第
七
条
の
三
　
産
業
立
地
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
行
う
た
め
、
商
工
労
働
部
の
下
に
産
業
立
地
室
を
、

そ
の
下
に
別
表
第
一
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

２
　
前
項
の
課
の
分
掌
事
項
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
法
第
百
七
十
一
条
第
六
項
」
を
「
法
第
百
七
十
一
条
第
五
項
」
に
、「
出
納
長
」

を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
県
民
室
」
の
下
に
「
若
し
く
は
産
業
立
地
室
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
課

の
長
、
県
民
室
の
下
に
置
か
れ
る
課
の
長
又
は
出
納
局
の
下
に
置
か
れ
る
課
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る

課
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
政
策
秘
書
室
に
必
要
に
応
じ
、
上
司
の

命
を
受
け
て
特
定
か
つ
重
要
な
事
項
を
専
門
的
に
担
当
す
る
職
を
置
く
。

７
　
前
項
の
職
の
名
称
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
三
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
産
業
立
地
室
長
等
）

第
十
三
条
の
三
　
産
業
立
地
室
に
産
業
立
地
室
長
を
置
く
。

２

産
業
立
地
室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
室
内
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
産
業
立
地
室
に
必
要
に
応
じ
、
上
司
の
命
を
受
け
て
特
定
か

つ
重
要
な
事
項
を
専
門
的
に
担
当
す
る
職
を
置
く
。

４
　
前
項
の
職
の
名
称
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
県
民
室
」
の
下
に
「
及
び
産
業
立
地
室
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
県
民
室
」
の
下
に
「
若
し
く
は
産
業
立
地
室
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
、
総
合
県
税
事
務
所
」
を
削
り
、「
広
瀬
・
琴
川
ダ
ム
事
務
所
」
の
下
に
「
、

荒
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
、
大
門
・
塩
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
を
加
え
、
同
条
中
第
十
四
項
を
削
り
、
第

十
三
項
を
第
十
四
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

８
　
中
央
児
童
相
談
所
に
副
所
長
を
置
く
。

第
十
八
条
中
第
十
七
項
を
削
り
、
第
十
八
項
を
第
十
七
項
と
し
、
第
十
九
項
か
ら
第
二
十
一
項
ま
で

を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
を
「（
課
税
・
管
理
部
長
等
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
中
央
病
院
」
を

「
総
合
県
税
事
務
所
に
課
税
・
管
理
部
長
及
び
徴
収
部
長
を
、
中
央
病
院
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
管
理
局
長
」
を
「
課
税
・
管
理
部
長
、
徴
収
部
長
、
管
理
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
事

務
局
次
長
及
び
図
書
館
副
館
長
」
を
「
及
び
事
務
局
次
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
出
先
機
関
」
を
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
出
先
機
関
」
に

改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

三
月
三
十
日

号
外
第
二
十
一
号

金　曜　日



別
表
第
一
中
「（
第
七
条
・
第
七
条
の
二
関
係
）」
を
「（
第
七
条
│
第
七
条
の
三
関
係
）」
に
改
め
、

同
表
の
一
の
表
企
画
部
の
部
企
画
課
の
項
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、

第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
三
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削

り
、
第
十
号
を
第
四
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
五
号
と
し
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十

四
号
を
第
六
号
と
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
企
画
部
の
部
新
行
政
シ
ス
テ
ム
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

世
界
遺
産
推
　
富
士
山
世
界
文
化
遺
産
登
録
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

進
課
　
　

別
表
第
一
の
一
の
表
企
画
部
の
部
情
報
政
策
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
Ｉ
Ｔ
産
業
の
誘
致
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
福
祉
保
健
部
の
部
健
康
増
進
課
の
項
中
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十

九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九
　
悪
性
新
生
物
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
森
林
環
境
部
の
部
環
境
整
備
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
五
号
と

し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
　
公
共
関
与
に
よ
る
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
森
林
環
境
部
の
部
県
有
林
課
の
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一

号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
商
工
労
働
部
の
部
商
工
総
務
課
の
項
中
第
八
号
及
び
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号

を
第
八
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
号
と
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
農
政
部
の
部
農
政
総
務
課
の
項
第
四
号
中
「
土
地
改
良
事
業
の
」
を
「
部
内
の

建
設
工
事
に
係
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
土
木
部
の
部
道
路
整
備
課
の
項
中
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
土
木
部
の
部
下
水
道
課
の
項
第
三
号
中
「
都
市
下
水
道
」
を
「
都
市
下
水
路
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
土
木
部
の
部
建
築
指
導
課
の
項
第
四
号
中
「
住
宅
金
融
公
庫
及
び
都
市
基
盤
整

備
公
団
」
を
「
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
の
表
国
際
課
の
項
中
「
国
　
際
　
課
」
を
「
国
際
課
」
に
改
め
、
第
六
号
を
第
七

号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
多
文
化
共
生
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
三
の
表
廃
棄
物
不
法
投
棄
対
策
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

国
際
観
光
振
　
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

興
室
　

別
表
第
一
の
三
の
表
道
路
企
画
室
の
項
中
第
三
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加

え
る
。

三
　
高
速
自
動
車
道
の
建
設
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
高
速
自
動
車
道
の
建
設
用
地
取
得
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
高
速
自
動
車
道
の
建
設
に
係
る
関
連
公
共
事
業
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
三
の
表
を
別
表
第
一
の
四
の
表
と
し
、
別
表
第
一
の
二
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え

る
。三

　
産
業
立
地
室
の
下
に
置
か
れ
る
課

課
　
　
　
　
　
　
　
　
分
　
　
　
　
　
掌
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

産
業
立
地
推
　
一
　
企
業
等
の
立
地
に
関
す
る
こ
と
。

進
課
　
　
　
　
二
　
低
開
発
地
域
工
業
開
発
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
管
理
課
の
項
第
六
号
中
「
財
務
規
則
」
を
「
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県

規
則
第
十
一
号
）」
に
、「
支
出
負
担
行
為
の
伺
い
」
を
「
支
出
負
担
行
為
伺
い
」
に
改
め
る
。

「
会
計
第
三
課

別
表
第
三
中
北
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
会
計
第
三
課
」
を
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

会
計
第
四
課
」

「
会
計
第
一
課

別
表
第
三
峡
南
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
を
「
会
計
第
一
課
」
に
、
「
西
八
代

会
計
第
二
課
」

「
西
八
代
総
務
課

総
務
課
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

会
計
第
二
課
　
」

別
表
第
三
東
京
事
務
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
京
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都

「
課
税
・
管
理
部

「
総
務
管
理
課
　
　
　
　
　
　
総
務
管
理
課

特
別
徴
収
課
　
　
　
　
　
　
事
業
税
課

調
査
収
税
課
　
　
　
　
　
　
不
動
産
取
得
税
課

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二



別
表
第
三
総
合
県
税
事
務
所
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

に
改
め
る
。

事
業
税
課
　
　
　
　
　
　
　
軽
油
引
取
税
課

不
動
産
取
得
税
課
　
　
　
徴
収
部

間
税
課
　
　
　
　
」

徴
収
第
一
課

徴
収
第
二
課
　
　
」

「
治
山
林
道
第

別
表
第
三
中
北
林
務
環
境
事
務
所
の
項
及
び
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
の
項
中

治
山
林
道
第

一
課

を
「
治
山
林
道
課
」
に
改
め
る
。

二
課
」

別
表
第
三
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

峡
南
高
等
技
術
専
門
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
務
課
　
　
　
　
　
南
巨
摩
郡
増
穂
町

訓
練
課
　

「
農
業
農
村
支
援
課

別
表
第
三
峡
南
農
務
事
務
所
の
項
及
び
富
士
・
東
部
農
務
事
務
所
の
項
中

を

農
村
整
備
課
　
　
」

「
農
業
農
村
支
援
課
」
に
改
め
る
。

「
総
務
課

別
表
第
三
中
北
建
設
事
務
所
の
項
中
　
用
地
第
一
課
　
を
「
用
地
課
」
に
改
め
る
。

用
地
第
二
課
」

「
総
務
課

別
表
第
三
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
の
項
中
　
　
　
　
　
を
「
用
地
課
」
に
改
め
る
。

用
地
課
」

別
表
第
三
中
部
横
断
自
動
車
道
用
地
事
務
所
の
項
及
び
新
環
状
・
西
関
東
道
路
建
設
事
務
所
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

中
部
横
断
自
動
車
道
用
地
事
務
所
　

総
務
用
地
課
　

南
巨
摩
郡
身
延
町
　

新
環
状
・
西
関
東
道
路
建
設
事
務
所
　

総
務
用
地
課
　

笛
吹
市
　

建
設
課
　
　

管
理
課
　
　

「
神
経
科

内
科

別
表
第
四
北
病
院
の
項
中
　
　
　
　
　
を
「
神
経
科
」
に
改
め
る
。

外
科

歯
科
　
」

別
表
第
六
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
第
二
号
中
「
及
び
建
設
事
務
所
」
を
「
、
建
設
事
務
所
及
び
ダ

ム
管
理
事
務
所
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
五
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第

十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五
　
地
域
行
事
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

衛
生
監
視
指
導
セ
ン
タ
ー
の
庶
務
的
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
中
北
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
限

る
。）。

別
表
第
六
保
健
所
の
項
中
第
三
十
九
号
を
削
り
、
第
四
十
号
を
第
三
十
九
号
と
す
る
。

別
表
第
六
中
央
病
院
の
項
第
三
号
を
削
る
。

別
表
第
六
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
第
五
号
中
「
通
院
医
療
公
費
負
担
」
を
「
精
神
通
院
医
療

公
費
負
担
」
に
改
め
、「
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
」

を
削
る
。

別
表
第
六
建
設
事
務
所
の
項
第
三
十
四
号
中
「
住
宅
金
融
公
庫
融
資
住
宅
」
を
「
独
立
行
政
法
人
住

宅
金
融
支
援
機
構
融
資
住
宅
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
釜
無
川
流
域
下
水
道
事
務
所
の
項
第
四
号
中
「
指
導
」
の
下
に
「
、
監
督
」
を
加
え
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
機
関

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
相
当
の
機
関
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
十
六
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三



第
二
条
第
六
号
中
「
第
十
八
条
第
十
三
項
」
を
「
第
十
八
条
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中

「
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
次
長
」
の
下
に
「
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
副
所
長
」
を
加
え
、

「
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
、「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
、「
同
条
第
十
一

項
」
を
「
同
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
次
長
、

同
条
第
二
項
」
を
「
組
織
規
則
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
立
地
室
長
（
以
下
「
産
業
立

地
室
長
」
と
い
う
。）、
次
長
、
組
織
規
則
第
十
三
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
出
納

長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
出
納
長
、
部
長
及
び
県
民
室
長
」
を
「
会
計
管
理
者
、
部
長
、
県
民
室
長
及
び
産
業
立

地
室
長
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管

理
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
県
民
室
長
」
の
下

に
「
、
産
業
立
地
室
長
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

５

産
業
立
地
室
の
分
掌
に
係
る
部
長
の
共
通
専
決
事
項
で
あ
ら
か
じ
め
部
長
の
指
定
を
受
け
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
産
業
立
地
室
長
が
そ
の
事
務
を
専
決
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

産
業
立
地
室
の
分
掌
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
知
事
、
副
知
事
及
び
部
長
共
に
不
在
で
特
に
急

施
を
要
す
る
と
き
は
、
産
業
立
地
室
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

産
業
立
地
室
の
分
掌
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
産
業
立
地
室
長
が
不
在
の
場
合
で
あ
つ
て
、
軽

易
な
事
案
で
急
施
を
要
す
る
と
き
は
、
産
業
立
地
室
の
主
務
課
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

第
九
条
の
見
出
し
を
「（
会
計
管
理
者
等
の
代
決
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会

計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
四
項
に
規
定
す
る
副
所
長
、
同
条
」
を
削
り
、「
同
条
第
十
二
項
」
を
「
同

条
第
十
三
項
」
に
改
め
、「
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
副
所
長
」
を
削
り
、「
同
条
第
十
八
項
に
規

定
す
る
副
所
長
、
同
条
第
十
九
項
」
を
「
同
条
第
十
八
項
」
に
、「
同
条
第
二
十
項
」
を
「
同
条
第
十

九
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
の
項
１
中
「
県
民
室
長
」
の
下
に
「
、
産
業
立
地
室
長
」
を
加
え
、
同
項
３
中
「
第

七
条
の
二
第
一
項
の
課
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
七
条
の
三
第
一
項
の
課
」
を
加
え
、
同
表
三
の
項

１
、
四
の
項
１
、
五
の
項
１
及
び
八
の
項
１
中
「
県
民
室
長
」
の
下
に
「
、
産
業
立
地
室
長
」
を
加
え
、

同
表
備
考
１
中
「
保
健
福
祉
事
務
所
」
の
下
に
「
、
衛
生
監
視
指
導
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、「
及
び
建

設
事
務
所
」
を
「
、
建
設
事
務
所
及
び
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
青
少
年
課
の
項
１
中
「
有
害
図
書
」
を
「
有
害
図
書
類
」
に
改
め
、
同
項
中
５

を
１３
と
し
、
４
を
１１
と
し
、
１１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１２

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
社
会
福
祉
審
議
会
へ
の

○
　
　
　

諮
問
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
一
の
表
青
少
年
課
の
項
３
中
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
図
書
類
販
売
業
者
」
を
「
自
動
販

売
業
者
及
び
自
動
販
売
機
管
理
者
」
に
改
め
、
同
項
中
３
を
６
と
し
、
６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
　
第
五
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
販
売
機
等
登
録
簿
の

○
　
　

作
成
及
び
抹
消
　
　
　
　

８
　
第
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
販
売
機
等
の
撤
去
の

○

県
民
室
長

命
令
　
　
　
　

９
　
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
興
行
の
指
定

○

県
民
室
長

１０

第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
興
行
の
指
定
の
取
消
し

○

県
民
室
長

別
表
第
二
の
一
の
表
青
少
年
課
の
項
中
２
を
５
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
　
第
五
条
第
四
項
（
第
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
六
条
第
四
項
に

○
　
　

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
社
会
　
　
　
　

福
祉
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
　
　
　
　

３
　
第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
図
書
類
の
陳
列
場
所

○
　
　

の
変
更
等
の
勧
告
　
　
　
　

４
　
第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
図
書
類
の
陳
列
場
所

○

県
民
室
長

の
変
更
等
の
命
令
　
　
　
　

別
表
第
二
の
二
の
表
私
学
文
書
課
の
項
第
十
一
号
中
５
を
６
と
し
、４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
　
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
要
求

○
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四



別
表
第
二
の
三
の
表
長
寿
社
会
課
の
項
第
三
号
１
中
「
市
及
び
前
年
度
末
現
在
の
第
一
号
被
保
険
者

数
が
三
千
人
以
上
又
は
要
介
護
認
定
者
数
が
三
百
人
以
上
の
町
村
並
び
に
特
に
技
術
的
助
言
等
が
必
要

な
町
村
」
を
「
市
町
村
」
に
改
め
、
同
号
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
か
ら
９２
ま
で
を
３
か
ら
９１

ま
で
と
し
、
同
表
医
務
課
の
項
第
四
号
中
４１
を
６０
と
し
、
４０
を
５９
と
し
、
同
号
３９
中
「
第
六
十
四
条
の

二
」
を
「
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
」
に
、「
特
別
医
療
法
人
へ
の
」
を
「
社
会
医
療
法
人
の
認
定
の

取
消
し
及
び
」
に
改
め
、
同
号
中
３９
を
５７
と
し
、
５７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５８

第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
医
療
審
議
会

○
　
　
　
　

の
意
見
の
聴
取
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
医
務
課
の
項
第
四
号
中
３８
を
５５
と
し
、
５５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５６

第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
医
療
審
議
会
の
意

○
　
　
　
　

見
の
聴
取
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
医
務
課
の
項
第
四
号
中
３７
を
５４
と
し
、
３６
を
５３
と
し
、
３５
を
削
り
、
３４
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

３４

第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
医
療
審
議
会
の
意

○
　
　
　
　

見
の
聴
取
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
医
務
課
の
項
第
四
号
中
３４
を
５２
と
し
、２９
か
ら
３３
ま
で
を
４７
か
ら
５１
ま
で
と
し
、

２８
を
４５
と
し
、
４５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４６

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
医
療
審
議
会
の
意

○
　
　
　
　

見
の
聴
取
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
医
務
課
の
項
第
四
号
中
２７
を
３５
と
し
、
３５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３６

第
二
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
医
療
審
議
会
の
意

○
　
　
　

見
の
聴
取
　
　
　
　

３７

第
三
十
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
学
識
経
験
者
の
団
体
の

○
　
　
　

意
見
の
聴
取
　
　
　
　

３８

第
三
十
条
の
四
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
医
療
審
議
会

○
　
　
　

等
の
意
見
の
聴
取
　
　
　
　

３９

第
三
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
情
報
の
提
供
の
要
求

○
　
　
　

４０

第
三
十
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
開
設
等
に
関
す
る
勧

○
　
　
　

告
　
　
　
　

４１

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
開
設
者
及
び
管
理

○
　
　
　

者
に
対
す
る
命
令
　
　
　
　

４２

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
所
の
開
設
者
及
び
管

○

保
健
所
長

理
者
に
対
す
る
命
令
　
　
　
　

４３

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
医
療
法
人
の
認

○
　
　
　

定
　
　
　
　

４４

第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
医
療
審
議
会

○
　
　
　
　

の
意
見
の
聴
取
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
医
務
課
の
項
第
四
号
中
２６
を
３４
と
し
、６
か
ら
２５
ま
で
を
１４
か
ら
３３
ま
で
と
し
、

５
を
１０
と
し
、
１０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１１

第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
に
係
る
許
可
の
変
更

○
　
　
　

の
た
め
の
措
置
命
令
　
　
　
　

１２

第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
所
に
係
る
許
可
の
変

○

保
健
所
長

更
の
た
め
の
措
置
命
令
　
　
　
　

１３

第
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
医
療
審
議
会
の
意

○
　
　
　

見
の
聴
取
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
医
務
課
の
項
第
四
号
中
４
を
９
と
し
、
３
を
８
と
し
、
２
を
７
と
し
、
１
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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梨
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２
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
医
療
審
議
会
の
意
見
の

○
　
　
　

聴
取
　
　
　
　

３
　
第
六
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
情
報
の
提
供
の
要

○

保
健
所
長

求
　
　
　
　

４
　
第
六
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
報
告
の
内
容
の

○
　
保
健
所
長

是
正
の
命
令
　
　
　
　

５
　
第
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
命
令
及
び
立
入
検

○

保
健
所
長

査
　
　
　
　

６
　
第
六
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
の
中
止
及
び
内
容
の

○

保
健
所
長

是
正
の
命
令
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
医
務
課
の
項
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６１

第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
医
療
審
議
会
の
意

○
　
　
　

見
の
聴
取
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
一
号
１
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
２
中
「
第
二
十
一
条
の
九
の
二
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
」
に
改
め
、
同
項

「

「

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
　
精
神
保
健
　

第
六
号
２３
、
２４
及
び
２５
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
福
祉
セ
ン
　

に
改
め
、

タ
ー
所
長
　

」

」

同
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、

第
十
一
号
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
　
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
条

○
　
　
　

第
八
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
養
育
医
療
機
関
の
指
定
の
取
消
し
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
一
号
中
４
を
８
と
し
、
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
　
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
一

○
　
　
　

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
報
酬
の
額
の
決
定
　
　
　
　

５
　
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
一

○
　
　
　

条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
　
　
　
　

基
金
及
び
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
意
見
の
聴
取
　
　
　
　

６
　
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
一

○
　
　
　

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
養
育
医
療
機
関
の
管
理
者
に
　
　
　
　

対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
　
　
　
　

７
　
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
一

○
　
　
　

条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
養
育
医
療
機
関
に
対
す
る
診
　
　
　
　

療
報
酬
の
支
払
の
一
時
差
止
め
の
指
示
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
六
号
３３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３３

第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る

○

保
健
所
長

者
の
入
院
期
間
の
延
長
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
３３
を
同
号
５９
と
し
、
同
号
３２
中
「
第
四
十
六
条
第

二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
号
中
３２
を
５８
と
し
、
３１
を
５６
と
し
、
５６
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

５７

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る

○

保
健
所
長

者
の
入
院
の
勧
告
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
中
３０
を
５４
と
し
、５４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５５

第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
感
染
症
に
係
る
健
康
診

○

保
健
所
長
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梨
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断
の
勧
告
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
中
２９
を
５３
と
し
、
２８
を
５２
と
し
、
２７
を
５１
と
し
、

２６
を
４９
と
し
、
４９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５０

第
四
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
社
会
保
険
診
療
報
酬

○
　
　
　

支
払
基
金
及
び
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
意
見
の
聴
　
　
　
　

取
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
２５
中
「
第
三
十
八
条
第
八
項
」
を
「
第
三
十
八
条

第
九
項
」
に
改
め
、
同
号
中
２５
を
４８
と
し
、
２４
を
４７
と
し
、
２３
を
４３
と
し
、
４３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

４４

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
結
核
患
者
の
医
療
費

○

保
健
所
長

の
支
給
　
　
　
　

４５

第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
感
染
症
診
査
協
議
会

○

保
健
所
長

の
意
見
の
聴
取
　
　
　
　

４６

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
と
の
協
議

○
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
中
２２
を
４０
と
し
、４０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４１

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

○

保
健
所
長

４２

第
三
十
六
条
第
三
項
（
第
五
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
健
所
長

場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
掲
示
　
　
　
　

「

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
中
２１
を
３９
と
し
、
２０
を
３８
と
し
、
同
号
１９
中
　

「

○
　
保
健
所
長
　
　
を
　
　
○
　

に
改
め
、
同
号
中
１９
を
３６
と
し
、

」

」

３６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３７

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
に
対
す
る
指
示

○

保
健
所
長

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
中
１８
を
３４
と
し
、３４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３５

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
埋
葬
の
許
可

○

保
健
所
長

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
中
１７
を
３２
と
し
、３２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３３

第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
の
指
示
及
び
必
要
な

○

保
健
所
長

措
置
の
実
施
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
中
１６
を
３０
と
し
、３０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３１

第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
駆
除
の
指
示
及
び
駆
除

○

保
健
所
長

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
中
１５
を
２８
と
し
、２８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２９

第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
の
指
示
及
び
消
毒

○

保
健
所
長

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
１４
中
「
第
二
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
四
条

第
五
項
」
に
、「
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
」
を
「
感
染
症
診
査
協
議
会
」
に
改
め
、
同
号
中

１４
を
２６
と
し
、
２６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２７

第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
（
第
四
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用

○

保
健
所
長

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
申
出
の
内
容
の
聴

取
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
１３
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「（
第
二

十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
号
中
１３
を
２４
と
し
、
２４
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

２５

第
二
十
二
条
第
四
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

○

保
健
所
長
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梨
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を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
病
原
体
の
保
有
の
確
認
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
１２
中
「
第
二
十
一
条
」
の
下
に
「（
第
二
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
号
１２
を
同
号
２３
と
し
、
同
号
１１
中
「
第
二
十
条
第

二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
号

中
１１
を
１９
と
し
、
１９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２０

第
二
十
条
第
四
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

○

保
健
所
長

含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
入
院
期
間
の
延
長
　
　
　
　

２１

第
二
十
条
第
五
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

○

保
健
所
長

含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
感
染
症
診
査
協
議
会
の
意
見
の
聴
取
　
　
　
　

２２

第
二
十
条
第
六
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

○

保
健
所
長

含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
１０
中
「
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
三

項
及
び
第
五
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
改
め
、
同
号
中
１０
を
１７
と
し
、

１７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１８

第
二
十
条
第
一
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

○

保
健
所
長

含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
勧
告
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
中
９
を
１３
と
し
、１３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１４

第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認

○

保
健
所
長

１５

第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
感
染
症
診
査
協
議
会
の
意
見

○

保
健
所
長

の
聴
取
　
　
　
　

１６

第
十
九
条
第
一
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

○

保
健
所
長

含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
勧
告
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
中
８
を
１２
と
し
、
７
を
１０
と
し
、
１０
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

１１

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
の
勧
告

○

保
健
所
長

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
中
６
を
７
と
し
、７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８
　
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
厚
生
労

○
　
　

働
大
臣
に
対
す
る
協
力
の
要
請
　
　
　
　

９
　
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
及
び
調
査

○

保
健
所
長

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
　
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
届
出
機
関
の
指
定
の
取

○
　
　
　

消
し
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
六
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６０

第
四
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与

○

保
健
所
長

６１

第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
の
移

○

保
健
所
長

送
　
　
　
　

６２

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る

○

保
健
所
長

者
の
退
院
　
　
　
　
　

６３

第
四
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
ま
ん
延
の
お
そ
れ
の
確
認

○

保
健
所
長

６４

第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
感
染
症
を
一
類
感
染
症
と

○

み
な
し
て
適
用
す
る
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第
二
項

及
び
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
措
置

６５

第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
感
染
症
を
一
類
感
染
症
と

○

保
健
所
長

み
な
し
て
適
用
す
る
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
、第
二
十
九
条
、
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梨
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第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十
　
　
　
　

二
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
　
　
　
　

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と

「

「

○
　

○
　
精

し
、
同
項
第
十
八
号
１０
、
１２
、
１４
、
１６
及
び
１８
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

福タ

」

神
保
健
　

祉
セ
ン
　
　
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

ー
所
長
　

」

十
八
　
が
ん
対
　
１
　
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
が
ん
対
策
　
○
　
　
　

策
基
本
法（
平

推
進
計
画
の
策
定
　
　
　
　

成
十
八
年
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

律
第
九
十
八
　
２
　
第
十
一
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
　
○
　
　
　

号
）
の
施
行
　
　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
が
　
　
　
　

に
関
す
る
事
　
　
ん
対
策
推
進
計
画
の
公
表
　
　
　
　

務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

３
　
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
が
ん
対
策
　
○
　
　
　

推
進
計
画
の
変
更
　
　
　
　

別
表
第
二
の
四
の
表
み
ど
り
自
然
課
の
項
第
八
号
２
及
び
５
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
十
二

条
第
六
項
」
に
、「
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
１６
及
び
１７
中
「
第

九
条
第
十
二
項
」
を
「
第
九
条
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
号
中
９７
を
１０３
と
し
、
５４
か
ら
９６
ま
で
を
６０
か

ら
１０２
ま
で
と
し
、
同
号
５３
中
「
銃
猟
制
限
区
域
内
に
お
け
る
銃
猟
」
を
「
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
内

に
お
け
る
特
定
猟
具
を
使
用
し
た
鳥
獣
の
捕
獲
等
」
に
改
め
、
同
号
５３
を
同
号
５９
と
し
、
同
号
５２
中

「
狩
猟
禁
止
区
域
又
は
銃
猟
制
限
区
域
」
を
「
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
又
は
特
定
猟
具
使
用
制
限
区

域
」
に
改
め
、
同
号
中
５２
を
５８
と
し
、
４４
か
ら
５１
ま
で
を
５０
か
ら
５７
ま
で
と
し
、
同
号
４３
中
「
第
十
二

条
第
三
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
４３
を
同
号
４９
と
し
、
同
号
４２
中
「
第
十
二
条
第

三
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
中
４２
を
４８
と
し
、
４１
を
４７
と
し
、
４０
を
４６
と
し
、
３９

を
４２
と
し
、
４２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４３

第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
全
事
業
の
実
施
に

○
　
　
　
　

係
る
環
境
大
臣
へ
の
協
議
　
　
　
　
　

４４

第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
全
事
業
の
実
施
の

○
　
　
　
　

同
意
　
　
　
　
　

４５

第
二
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
へ
の
協
議

○
　
　
　
　

別
表
第
二
の
四
の
表
み
ど
り
自
然
課
の
項
第
八
号
中
３８
を
４１
と
し
、
２４
か
ら
３７
ま
で
を
２７
か
ら
４０
ま

で
と
し
、
同
号
２３
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
２３
を
同
号
２６
と

し
、
同
号
２２
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
中
２２
を
２５
と
し
、
２１

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２２

第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
の

○
　
　
　

承
認
を
受
け
る
べ
き
旨
の
制
限
　
　
　
　

２３

第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
の

○

林
務
環
境

承
認
　
　
　
　

事
務
所
長

２４

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
が
で
き

○
　
　
　

る
区
域
の
指
定
　
　
　
　

別
表
第
二
の
五
の
表
商
工
総
務
課
の
項
第
一
号
８
を
同
号
１９
と
し
、
同
号
７
中
「
報
告
の
徴
収
及
び
」

を
削
り
、
同
号
中
７
を
１５
と
し
、
１５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１６

第
百
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
事
業
を
行
う
組
合

○
　
　
　
　

に
対
す
る
立
入
検
査
　
　
　
　
　

１７

第
百
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
責
任
共
済
等
の
事
業
を

○
　
　
　
　

行
う
組
合
に
対
す
る
検
査
　
　
　
　
　

１８

第
百
五
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
子
法
人
等
及
び

○
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梨
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共
済
代
理
店
に
対
す
る
立
入
検
査
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
五
の
表
商
工
総
務
課
の
項
第
一
号
中
６
を
１０
と
し
、
１０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１１

第
百
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
及
び
中
央
会
に
対

○
　
　
　

す
る
一
般
的
状
況
に
関
す
る
報
告
の
徴
収
　
　
　
　

１２

第
百
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
及
び
中
央
会
に
対

○
　
　
　

す
る
業
務
及
び
会
計
に
関
す
る
報
告
の
徴
収
　
　
　
　

１３

第
百
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
事
業
を
行
う
組
合

○
　
　
　

に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
資
料
の
提
出
の
要
求
　
　
　
　

１４

第
百
五
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
子
法
人
等
及
び

○
　
　
　

共
済
代
理
店
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
資
料
の
提
出
の
要
求
　
　
　
　

別
表
第
二
の
五
の
表
商
工
総
務
課
の
項
第
一
号
５
中
「
事
業
方
法
書
、
普
通
共
済
約
款
及
び
共
済
掛

金
算
出
方
法
書
等
」
を
「
火
災
共
済
規
程
」
に
改
め
、
同
号
中
５
を
７
と
し
、
７
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

８
　
第
五
十
八
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
計
理
人
に
対
す

○
　
　
　
　

る
説
明
の
要
求
及
び
意
見
の
聴
取
　
　
　
　
　

９
　
第
五
十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
共
済
計
理
人
の
解
任
の
命
令

○
　
　
　
　

別
表
第
二
の
五
の
表
商
工
総
務
課
の
項
第
一
号
中
４
を
６
と
し
、
３
を
５
と
し
、
同
号
２
中
「
第
九

条
の
七
の
五
第
二
項
」
の
下
に
「（
第
九
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加

え
、「
火
災
共
済
契
約
の
募
集
を
行
う
組
合
員
」
を
「
共
済
代
理
店
」
に
改
め
、
同
号
中
２
を
３
と
し
、

３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
　
第
九
条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
共
済
組
合
連
合
会
の

○
　
　
　

兼
業
の
承
認
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
五
の
表
商
工
総
務
課
の
項
第
一
号
１
中
「
第
九
条
の
七
の
五
第
二
項
」
の
下
に
「（
第

九
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、「
火
災
共
済
契
約
の
募
集
を
行
う

組
合
員
」
を
「
共
済
代
理
店
」
に
改
め
、
同
号
中
１
を
２
と
し
、
２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
　
第
九
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
共
済
組
合
の
兼
業
の

○
　
　
　

承
認
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
五
の
表
商
工
総
務
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら

第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

産
業
　
　
工
場
立
地
法
　
１
　
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

○

産
業
立
地

立
地
　
（
昭
和
三
十
四
　
　
に
よ
る
届
出
事
項
に
つ
い
て
の
勧
告
　
　
　
　

室
長

推
進
　
年
法
律
第
二
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

課
　
　
四
号
）
の
施
行
　
２
　
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実

○
　
　

に
関
す
る
事
務
　
　
施
制
限
期
間
の
短
縮
の
認
定
　
　
　
　

別
表
第
二
の
五
の
表
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
　
所
長
名
は
、
備
考
欄
に
記
載
す
る
。

２
　
産
業
立
地
室
長
が
専
決
す
る
事
項
は
、
備
考
欄
に
「
産
業
立
地
室
長
」
と
表
記
す
る
。

別
表
第
二
の
七
の
表
耕
地
課
の
項
第
一
号
２
中
「
技
術
吏
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
八
の
表
用
地
課
の
項
第
一
号
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
か
ら
６
ま
で
を
２
か
ら

５
ま
で
と
し
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三

号
と
し
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
五
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一

号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
九
号
と
し
、
同
表
治
水
課
の
項

第
六
号
中
「
土
地
区
画
整
理
法
」
の
下
に
「（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）」
を
加
え
、
同
表
都

市
計
画
課
の
項
第
四
号
中
「
都
市
計
画
法
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）」
を
加
え
、
１４

を
削
り
、
１３
を
１４
と
し
、
５
か
ら
１２
ま
で
を
６
か
ら
１３
ま
で
と
し
、
同
号
４
中
「
準
都
市
計
画
区
域
の

指
定
の
同
意
」
を
「
関
係
市
町
村
及
び
山
梨
県
都
市
計
画
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
」
に
改
め
、
同
号
中

４
を
５
と
し
、
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
　
第
五
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
　
○
　
　
　
　

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
準
都
市
計
画
区
域
の
指
定
等
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
八
の
表
都
市
計
画
課
の
項
第
四
号
中
１９
を
削
り
、
２０
を
１９
と
し
、
２１
を
２０
と
し
、
２２
を
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２１
と
す
る
。

別
表
第
二
の
八
の
表
建
築
指
導
課
の
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
７
中
「
規
則
」
を
「
山
梨
県

建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
号
に
お

い
て
「
規
則
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
号
中
５７
を
削
り
、
５８
を
５７
と
し
、
５９
を
５８
と
し
、
６０
を
５９
と

し
、
５９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６０

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
の
指
定

○
　
　
　
　

別
表
第
二
の
八
の
表
建
築
指
導
課
の
項
第
三
号
６５
中
「
高
さ
」
を
「
高
さ
制
限
」
に
改
め
、
同
号
中

１０９
を
１１５
と
し
、
９３
か
ら
１０８
ま
で
を
９９
か
ら
１１４
ま
で
と
し
、
９２
を
９６
と
し
、
９６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。９７

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
構
造
計
算
適

○
　
　
　
　

合
性
判
定
機
関
の
指
定
　
　
　
　
　

９８

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算

○
　
　
　
　

適
合
性
判
定
業
務
規
程
の
認
可
等
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
八
の
表
建
築
指
導
課
の
項
第
三
号
中
９１
を
９５
と
し
、
７５
か
ら
９０
ま
で
を
７９
か
ら
９４
ま
で

と
し
、
同
号
７４
中
「
高
さ
」
を
「
高
さ
制
限
」
に
改
め
、
同
号
中
７４
を
７８
と
し
、
６９
か
ら
７３
ま
で
を
７３

か
ら
７７
ま
で
と
し
、
６８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６９

第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
高
さ
制
限
の
例
外

○
　
　
　
　

の
許
可
　
　
　
　
　

７０

第
六
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
壁
面
の
位
置
の
制

○
　
　
　
　

限
の
例
外
の
許
可
　
　
　
　
　

７１

第
六
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
敷
地
規
模
規
制
の

○
　
　
　
　

例
外
の
許
可
　
　
　
　
　

７２

第
六
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
斜
線
制
限
の
例
外
の
認
定

○
　
　
　
　

別
表
第
二
の
八
の
表
建
築
指
導
課
の
項
中
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一

「

「

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
九
号
７
中
　
　
○
　
　
　
　
を
　
　
　
　
○

に
改
め
、
同
項
中
第
九

」

」

号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
七
号
中
１４
を
１６

と
し
、
１
か
ら
１３
ま
で
を
３
か
ら
１５
ま
で
と
し
、
３
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
　
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
地
域
の
指
定

○
　
　
　
　

２
　
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
地
域
の
指
定

○
　
　
　
　

別
表
第
二
の
八
の
表
建
築
指
導
課
の
項
中
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十

九
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
九
　
高
齢
者
、
１
　
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
特
定

○
　
　
　

障
害
者
等
の
　
　
建
築
物
に
係
る
基
準
適
合
命
令
　
　
　
　

移
動
等
の
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滑
化
の
促
進
　
２
　
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
特
定

○
　
　
　

に
関
す
る
法
　
　
建
築
物
に
係
る
指
導
及
び
助
言
　
　
　
　

律
（
平
成
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
年
法
律
第
　
３
　
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
建
築

○
　
　
　

九
十
一
号
）

物
に
係
る
指
導
及
び
助
言
　
　
　
　

の
施
行
に
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
事
務
　
　
４
　
第
十
七
条
第
三
項
（
第
十
八
条
第
二
項
に
お

○
　
　
　

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
　
　
　
　

る
特
定
建
築
物
の
建
築
等
及
び
維
持
保
全
の
計
　
　
　
　

画
の
認
定
　
　
　
　

５
　
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
特
定
建
築

○
　
　
　

物
の
改
善
命
令
　
　
　
　

６
　
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
建
築
物
の

○
　
　
　

建
築
等
及
び
維
持
保
全
の
計
画
の
認
定
の
取
消
　
　
　
　

し
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
一



７
　
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
既
存
の

○
　
　
　

特
定
建
築
物
に
設
け
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
認
定
　
　
　
　

８
　
第
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
主

○
　
　
　

等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
　
　
　
　

９
　
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
建

○
　
　
　

築
主
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
　
　
　
　

二
十
　
独
立
行
　
１
　
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
工
事

○
　
　

政
法
人
住
宅
　
　
等
の
審
査
（
２
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

金
融
支
援
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

構
法
施
行
令
　
２
　
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
工
事

○

建
設
事
務

（
平
成
十
九
　
　
等
の
審
査
（
規
則
第
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
　
　
　
　

所
長

年
政
令
第
三
　
　
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

十
号
）
の
施
　
　
　
　
　

行
に
関
す
る
　
　
　
　
　

事
務
　
　
　
　
　

別
表
第
三
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
表
管
理
課
の
項
第
一
号
２
及
び
３
中

「
支
出
負
担
行
為
の
伺
い
」
を
「
支
出
負
担
行
為
伺
い
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
四
の
表
み
ど
り
自

然
課
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
七
号

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
五
条
」
に
、「
定
」
を
「
定
め
」
に
、「
次
表
」
を
「
次
の

表
」
に
改
め
、
同
項
の
表
本
庁
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
政
策
秘
書
室
長
」
の
下
に
「
、
知
事
補
佐
官
、

会
計
管
理
者
」
を
、「
県
民
室
長
」
の
下
に
「
、
産
業
立
地
室
長
」
を
加
え
、「
、
県
有
林
財
産
管
理
監
」、「
、

保
安
林
管
理
監
」、「
、
用
地
指
導
監
」、「
、
林
地
・
採
石
指
導
監
」
及
び
「
、
林
構
・
森
林
組
合
指
導

監
」
を
削
り
、「
職
業
能
力
開
発
監
」
の
下
に
「
、
立
地
推
進
監
」
を
加
え
、「
、
国
際
観
光
振
興
監
」、「
、

保
健
監
」
及
び
「
、
債
権
管
理
指
導
監
」
を
削
り
、「
及
び
車
庫
長
」
を
「
、
車
庫
長
、
守
衛
長
、
主

任
守
衛
、
守
衛
、
主
任
技
術
員
、
技
術
員
、
主
任
文
書
事
務
員
及
び
文
書
事
務
員
」
に
改
め
、
同
表
出

先
機
関
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
、
館
長
」
の
下
に
「
、
課
税
・
管
理
部
長
、
徴
収
部
長
」
を
、「
地

域
防
災
幹
」
の
下
に
「
、
就
職
幹
、
企
画
推
進
幹
」
を
、「
児
童
虐
待
対
策
幹
」
の
下
に
「
、
観
光
推

進
幹
」
を
加
え
、「
助
教
授
、
講
師
」
を
「
准
教
授
、
講
師
、
助
教
」
に
、「
及
び
福
祉
司
」
を
「
、
福

祉
司
、
主
任
守
衛
、
守
衛
、
主
任
技
術
員
、
技
術
員
、
主
任
技
能
員
、
技
能
員
、
主
任
文
書
事
務
員
、

文
書
事
務
員
、
主
任
業
務
員
、
業
務
員
、
主
任
診
療
報
酬
計
算
員
、
診
療
報
酬
計
算
員
、
主
任
看
護
助

手
及
び
看
護
助
手
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
、「
及
び
福
祉
司
」
を
「
、
福
祉
司
、
主
任
守

衛
、
守
衛
、
主
任
技
術
員
、
技
術
員
、
主
任
技
能
員
、
技
能
員
、
主
任
文
書
事
務
員
、
文
書
事
務
員
、

主
任
業
務
員
、
業
務
員
、
主
任
診
療
報
酬
計
算
員
、
診
療
報
酬
計
算
員
、
主
任
看
護
助
手
及
び
看
護
助

手
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
事
務
又
は
技
術
」
を
「
所
掌
の
業
務
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
、「
、
体
育
指
導
員
、
主
任
技
師
、

事
業
所
主
任
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一
条
第
一
項
上
欄
の
」
を
「
第
一
条
の
表
上
欄
の
職
に

あ
る
」
に
改
め
、「
、
会
計
検
査
員
は
事
務
吏
員
の
う
ち
か
ら
、
体
育
指
導
員
は
事
務
吏
員
又
は
技
術

吏
員
の
う
ち
か
ら
、
主
任
技
師
及
び
事
業
所
主
任
は
技
術
吏
員
の
う
ち
か
ら
」
を
削
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
吏
員
以
外
の
職
員
の
職
名
等
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
（
平

成
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
四
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
吏
員
以
外
の
職
員
の
職
名
等
に
関
す
る
規

程
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
職
名
を
有
す
る
者
は
、
発
令
通

知
書
を
用
い
る
こ
と
な
く
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
第
一
条

の
表
に
規
定
す
る
相
当
の
職
に
発
令
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
助
教
授
の
職
に
あ
る
者
は
、
発
令
通
知
書
を
用
い
る
こ
と
な
く
准
教

授
の
職
に
発
令
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
十
八
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
二



山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
吏
員
以
外
の
職
員
の
職
名
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
一
月
山
梨
県
訓
令
甲
第

二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
守
衛
長
、
主
任
守
衛
及
び
守
衛

二
　
主
任
技
術
員
及
び
技
術
員

三
　
主
任
技
能
員
及
び
技
能
員

四
　
主
任
文
書
事
務
員
及
び
文
書
事
務
員

五
　
主
任
業
務
員
及
び
業
務
員

六
　
主
任
診
療
報
酬
計
算
員
及
び
診
療
報
酬
計
算
員

七
　
主
任
看
護
助
手
及
び
看
護
助
手

第
七
条
第
一
項
第
十
四
号
を
削
る
。

別
表
第
二
の
三
級
の
項
１
中
「
、
副
守
衛
長
」
を
削
り
、
同
表
の
四
級
の
項
１
を
削
り
、
同
項
２
中

「
副
守
衛
長
」
を
削
り
、
同
項
２
を
同
項
１
と
し
、
同
項
３
を
同
項
２
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
九
号

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
二
号
中
「
技
監
」
の
下
に
「
、
参
事
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
号

山
梨
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
秘
書
課
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
課
、」
を
「
同

規
則
」
に
、「
並
び
に
」
を
「
、
同
規
則
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
課
及
び
同
規
則
」
に
改
め
、

同
条
第
六
号
中
「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
」
を
「
労
働
委
員
会
事
務
局
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中

「
第
十
四
条
第
七
項
」
を
「
第
十
四
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
四


